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木津川市教育委員会会議録 

平成２４年第 7回木津川市教育委員会定例会 
 
○日 時：平成２４年７月１９日（木） ９時３６分から１２時２０分まで 
○場 所：木津川市役所 ５階 全員協議会室 
○出席者：杉本清重委員長、有賀やよい委員長職務代理、小松信夫委員、高橋史代委 

員、森永重治教育長 
    （事務局）大西教育部長、森本理事、大谷理事、松原理事、太田教育次長兼 

社会教育課長、尾﨑文化財保護室長、石井教育施設整備室長、柳澤学校教 
育課長 

 
１．開 会    委員長 
       
２．会議録署名委員 
   委員長が、会議録署名委員を指名した。 
 
３．前回会議録の承認 
   委員長が、第６回定例会議の会議録を確認し、承認された。 
   委員長から、今回の大津の事件のようなことが起こると教育委員会における議 
  論の内容、議事録が記録として重要な意味を持つと話された。 
 
４．議 事 
 《議案第２８号 木津川市教育振興基本計画策定委員会設置要綱の制定について》 
   前回からの継続議案について、委員長が、事務局に説明を求めた。 

理事が、木津川市教育振興基本計画・木津川市生涯学習推進計画体系図及び木 
津川市教育振興基本計画イメージ図に基づき説明を行った。 

   【質疑応答】 
委員からの質疑は次のとおりであった。 
①国の教育振興基本計画と府の教育振興基本計画をもとに市の教育振興基本 
計画を作成するのだが、それぞれの計画期間が異なる。そのタイムラグにつ 
いてはどうなのか。 
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②この委員会への報告や教育委員が直接意見を述べる機会はあるのか。 
③教育振興基本計画についてはすべての教育についての計画であり生涯学習 
も含まれるが、どうして生涯学習だけ別に推進計画を作らなければいけない 
のか。 
④時期的に同時進行していくことになるのかと思うが、教育振興基本計画が 
できてから生涯学習推進計画ができるのが本来ではないのか。同時進行して 
ずれが生じないのか。 
⑤京都府も生涯学習推進計画を作っているのか。 
⑥課題毎のワーキンググループが構成されるのか。複数のワーキンググルー 
プを考えているのか。 

    回答は次のとおりであった。 
①１０年間の計画期間ではあるが、中間見直しとして５年間での見直しと、 
その都度その都度の課題が生じた時点での見直しで対応していく。 
②教育長への答申を受け会議にかけることになる。途中経過についても報告 
していく。 
③教育振興基本計画ではすべての教育を網羅したものであり、子どもを核と 
した部分であるのに対して生涯学習推進計画は生涯学習の特化したものであ 
り市民全体を核として作られる。 
 上位法が異なる。 
④教育振興基本計画を基として生涯学習推進基本計画を策定することとなる 
が、基本計画の中での生涯学習の部分はかなり抽象的なものになる。 
⑤京都府教育振興プランの重点目標１０の中で生涯学習について明記されて 
いる。 
⑥ワーキンググループはひとつで進めていく。ワーキンググループの中で課 
題毎に対応していく。 

 【採択】 
 委員長が採決を採られ、全員一致で承認された。 
 

 《議案第３１号 木津川市生涯学習推進計画策定委員会設置要綱の制定について》 
前回からの継続議案について、委員長が、事務局に説明を求めた。 
教育次長兼社会教育課長が、議案書に基づいて説明を行った。 
【質疑応答】 
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委員からの質疑は次のとおりであった。 
①手続きについては、委員会で答申いただいて社会教育委員会にかかるのか。 
それとも教育委員会にかかるのか。 
②基本計画には議決の項目があるが、生涯学習推進計画にはない。議決すべ 
き案件がないということか。 
③公募委員の選び方はどうなのか。 
④１０年間の計画を決めるのだから、それなりの決め方をすべきではないの 
か。 

 回答は次のとおりであった。 
 ①社会教育委員会にかけて、教育委員会にかける。 
②特に議決すべき案件がないので、項目にない。 
③こうしなければいけないというものがない。作文の提出を求める場合もあ 
るが、最近は抽選で決めていることが多い。 
④今後検討していきたい。 

【採択】 
 委員長が採決を採られ、全員一致で承認された。 

 
 《議案第３５号 木津川市教育委員会事務局職員の人事に関すること》 

木津川市教育委員会事務局職員の人事に関することについて、審議され、承認 
された。 
本議案は、木津川市教育委員会会議規則第１４条第１項第１号の規定により非公 

開とする。 
 
 《報告第１号 木津川市育英資金の交付状況について》 

委員長が、事務局に説明を求めた。 
学校教育課長が、議案書に基づいて説明を行った。 

  【質疑応答】 
    委員からの質疑は次のとおりであった。 
    ①委員の人数は決まっているのか。 
    ②前年度交付件数はどのくらいか。 
    回答は次のとおりであった。 
    ①規定で１０名以下となっている。 
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    ②交付件数が２３年度は６１名。２２年度は８４名、２１年度５４名であっ 
た。 

 【採決】 
    委員長が採決を採られ、全員一致で承認された。 
 
 《木津川市立当尾小学校跡地利活用の方針（案）について》 

委員長から事務局に説明を求められた。 
学校教育課長が、方針案に基づいてこれまでの経過を含めて説明を行った。 

  【質疑】 
   委員からの質疑は特になかった。 
  【意見等】 
   最小限の費用で最大限の利活用を行ってほしい。 
 
５．教育長報告 
  教育長が、事業報告に基づき報告を行った。 
  次の件について、詳細の説明があった。 
   ・６月１５日きっづ光科学館ふぉとんの存続について、府庁のバックアップを 
    受け、教育現場の声として文部科学省原子力課長に対して要望書を提出した。 
   ・６月１８日「社会を明るくする運動」木津川市推進委員会が行われ、委員長 

とともに出席した。 
   ・６月２７日インドネシアから教育使節団が相楽台小学校を訪問。 
   ・７月４日相楽地方教育委員会連絡協議会教育委員合同研修会が行われ、委員 
    の方々も参加していただいた。 
   ・７月１１日２年ぶりにサンタモニカから訪問。意見交換など交流を行った。 
   ・７月１９日本日AET離任式。３人のAETのうち２人が離任。あとまた２人 
    来られる予定。 
 
 ＜ ５分間休憩 ＞ 
 
 ６．その他 
 （１）平成２４年第２回木津川市議会一般質問について 
    教育部長が、平成２４年第２回市議会一般質問について、質問事項一覧（資 
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   料１）に沿って報告を行った。 
【意見等】 
 委員からの意見等はなかった。 

 
 （２）近隣市町の通学バス補助制度の状況について 
    理事が、通学時における公共交通機関等利用者等への補助制度及びスクー 

ルバス等の運行状況調査の結果（資料２）について説明を行った。 
 児童のバス通学においてのバス運賃及び運行時間に関する要望書について、 
学校教育課長から説明を行った。 
【意見等】 
 ・今後、交通機関及び距離等について一定整理をして再度資料等を提出して 
  もらいたい。 

 
（３）次回委員会の開催日程 

    次回委員会は、平成２４年８月２９日（水）午前９時３０分から開催するこ 
   とを決定した。 
 
  委員長が、会議を閉会した。 
 


